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第１章 指針策定にあたって 

１ 指針策定の背景 

（１）国際的な動向 

 国連は、昭和２３（１９４８）年の第３回総会で「すべての人間は、生まれながらにし

て自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」とする「世界人権宣言」を採択

しました。この「世界人権宣言」は、すべての人が、誰でもいつでもどこでも等しく人権

が保障されなければならないという、世界における自由、正義及び平和の基礎としての共

通の理解を示したものでした。 

 そして、国連は世界人権宣言を実行あるものとするため、昭和４０（１９６５）年の「あ

らゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤廃条約）」、昭和４１（１９６

６）年の「国際人権規約」、昭和５４（１９７９）年の「女子に対するあらゆる形態の差別

の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約）」、平成元（１９８９）年の「児童の権利に関す

る条約（子どもの権利条約）」、平成１８（２００６）年の「障害者の権利に関する条約」

など多くの人権に関する条約を採択し、人権尊重に向けての国際的な取り組みを続けてき

ました。 

 また、特定の事項に対しての重点的な問題解決に向け、国連をはじめ全世界の団体・個

人に呼びかけるために国連総会において採択・決議される国際年として「国際人権年」昭 

和４３（１９６８）年、「国際婦人年」昭和５０（１９７５）年、「国際児童年」昭和５４

（１９７９）年、「国際障害者年」昭和５６（１９８１）年などを定めました。さらに、時

間をかけて取り組むべき問題として期間を設定した「国連婦人の１０年」昭和５１（１９

７６～）年、「国連障害者の１０年」昭和５８（１９８３～）年などの取り組みも展開しま

した。 

 その後、平成６（１９９４）年には平成７年から平成１６年までの１０年間を「人権教

育のための国連１０年」とすることが国連総会で決議され、その後、平成１６（２００４）

年には「人権教育のための世界計画」を開始しました。平成１７（２００５）年から平成

１９（２００７）年までを第一段階とし、初等・中等学校制度における人権教育の推進に

焦点をあて、取り組みが推進されました。次いで平成２１（２００９）年まで２年間延長

し、第二段階に移行し、「高等教育のための人権教育」及び「教育者、公務員、法執行者や

軍隊への人権教育プログラム」に焦点をあて、世界各国で２１世紀を「人権の世紀」とす

る取り組みが推進されています。 

 

（２）国の取り組み 

 国においては、昭和２２（１９４７）年に日本国憲法を施行し、基本的人権の尊重を基

本理念の下、各種の人権課題に取り組みました。昭和３１（１９５６）年には、国連に加

盟し、世界人権宣言の内容を基礎として条約化した「国際人権規約」昭和５４（１９７９）

年に批准、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤廃条約）」平成
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７（１９９５）年に加入、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差

別撤廃条約）」昭和６０（１９８５）年に締結、「児童の権利に関する条約（子どもの権利

条約）」平成６（１９９４）年に批准、「障害者の権利に関する条約」を平成２６（２０１

４）年に締結しました。また、国連が決議した「国際婦人年」、「国際児童年」、「国際障害

者年」など各種国際年への取り組みを展開しました。 

 国連などの関係機関から、人権に関わる懸念事項について勧告を受ける中、平成９（１

９９７）年７月に、「人権教育のための国連１０年に関する国内行動計画」が策定され、人

権教育の取り組みが進められてきました。その後、平成１２（２０００）年に「人権教育

及び人権啓発の推進に関する法律」が施行され、人権教育・啓発の推進は国の責務とし、

地方公共団体においても、地域の実情を踏まえた施策の制定・実施が責務となりました。

そして、国は平成１４（２００２）年に「人権教育及び啓発に関する基本計画」を策定し

ました。 

 個別の関係法令として「男女共同参画社会基本法」が平成１１（１９９９）年に、「児童

虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法）」が平成１２（２０００）年に、「配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（DV 防止法）」が平成１３（２００１）年

に、「犯罪被害者等基本法」が平成１６（２００４）年に施行、「障害者基本法」が平成１

６（２００４）年に改正、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法

律（高齢者虐待防止法）」及び「障害者自立支援法」が平成１７（２００５）年に、「障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」が平成２８（２０１６）

年に施行されました。また、「いじめ防止対策推進法」が平成２５（２０１３）年に、「子

どもの貧困対策の推進に関する法律（子どもの貧困対策法）」が平成２６（２０１４）年に、

「部落差別解消の推進に関する法律」が平成２８（２０１６）年に施行されるなど、さま

ざまな人権問題に関わる新しい制度や枠組みの整備が進んでいます。 

 

（３）県の取り組み 

 県においては、平成１０（１９９８）年に庁舎内の人権関係部局が連携・協力し、人権

施策について総合的かつ効果的に推進することを目的とした「岐阜県人権啓発活動連絡協

議会」が設置されました。平成１２（２０００）年には、人権尊重意識を広く県民に普及

し、様々な人権に関する問題への取り組みを推進するため、「岐阜県人権啓発センター」が

設置されました。 

 そして、「人権教育のための国連１０年」に関する国内行動計画等で示された基本的考え

方の趣旨を踏まえ、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第５条において規定され

ている地方公共団体の責務に基づき、「岐阜県人権施策推進指針」が平成１５（２００３）

年３月に策定されました。平成１７（２００５）年にはこれまでの「岐阜県人権啓発連絡

協議会」を改め、人権課題全般について総合的に審議する機関として、県民を代表する有

識者などで構成される「岐阜県人権懇話会」を設置し、人権施策を推進しています。 
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 平成２０（２００８）年３月には DV や子どもへの虐待、学校等でのいじめ、インター

ネットによる人権侵害など、新たな人権問題に対応するため「岐阜県人権施策推進指針」

の第一次改定が行われました。 

 平成２５（２０１３）年３月には「岐阜県人権施策推進指針」の第二次改定がなされ、

県民一人ひとりが「よく生き合う力」を育むことのできる人権教育・人権啓発の推進が図

られています。   

 

２ 指針策定の趣旨 

 本町では、平成２０（２００８）年に策定した「御嵩町人権教育・啓発に関する基本計

画」に基づき「人権尊重の町づくり」を目標に掲げ、多岐にわたる問題に総合的かつ効果

的な人権教育・人権啓発に関する施策を推進してきました。  

 しかし、少子高齢化の進展、社会構造の複雑多様化、世帯構造の変化による高齢世帯や

単独世帯などの増加による家族関係の希薄化や地域社会のつながりの低下により様々な生

活課題、福祉課題を抱える人が増加しています。人権問題についても複雑多様化しており、

人命を軽視した殺人事件の発生、いじめ、家庭内における虐待・暴力、人権を無視した雇

用問題などの発生が社会問題となっています。また、近年では、学校でのいじめや女性・

子ども・高齢者・障がい者など社会的弱者に対する暴行・虐待の増加に加え、インターネ

ットによる人権侵害、性同一性障がい者に対する差別など、新たな問題も生じています。 

 このような社会的背景や、国・県の動向を踏まえ、本町においても人権意識を高め、人

権教育・啓発を総合的かつ効果的に行うために「御嵩町人権施策推進指針」を策定するこ

ととしました。 

 

３ 指針の理念 

 人権とは、すべての人間が、人間の尊厳に基づいて持っている固有の権利であり、社会

を構成するすべての人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を

営むために、欠くことのできない権利です。 

 人権を尊重する上で、最も根本となる考え方は生命尊重です。しかし、現代の社会にお

いては、さまざまな面で人のいのちを軽く考えるような出来事が起こっています。生きる

ことと人権がどうつながっているかを知り、理解を深めていく必要があります。 

 自分や他人のいのちを最大限に尊重し、誰もがお互いに認め合い、人権問題を正しく理

解し認識を深めることにより自分自身の問題ととらえ、社会全体の人権意識の高揚を図り、

日常生活で人権尊重の意識を感覚として身に付け行動できる社会の実現を目指します。 

 

【基本理念】 

すべての人の人権が尊重される社会の実現 
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４ 指針の位置付け 

本指針は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第７条の規定に基づき、国が策定

した「人権教育・啓発に関する基本計画」及び「岐阜県人権施策推進指針」の趣旨を本町

の人権施策に反映させ、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図ることを目的として策定するものです。 

また、平成２８年３月に策定された「御嵩町第五次総合計画」では、「町民一人ひとりが 

家庭や学校や職場、地域社会のあらゆる場面で人権を尊重して行動し、性別や出身地・国・

文化的背景などの差別をなくし、みんなが共生する明るい住みやすい社会を築きます。」と 

明記されており、町の関係計画との整合性を図り推進していきます。 

 

５ 指針の推進体制 

 人権に関わる課題は、多岐にわたっています。個別の人権課題が複雑化する中で、各分

野の施策の有機的な連携と体系化を図る必要があります。 

 人権施策についての総合的かつ効果的な推進を図るため、福祉課が中心となり、関係部

局の役割分担の明確化と緊密な連携を図ることにより、人権教育・啓発活動と人権施策の

総合的かつ効果的な推進を図ります。 

 さらに、国・県・市町村をはじめとした関係機関と連携・協力を図り、人権に関わる団

体などに対して、人権施策の取り組みに対する協力を働きかけるなど、それぞれの役割を

踏まえつつ、幅広い連携・協力を進めます。 

 また、定期的な点検による取り組み状況の把握や評価、住民意識調査などを行うことで、

課題の洗い出しや対策の検討を行い、住民意識の変化、国内の社会経済情勢の変化に適切

に対応するため、必要に応じて各関係計画との整合を図りながら見直しを実施していきま

す。 

 

６ 指針の推進期間 

指針の推進期間は、平成３０年度を初年度として、平成３４年度までの５年間とします。 

また、推進期間内においても、施策の検証・住民意識の変化・社会情勢等に応じて弾力的

に見直すものとします。 
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第２章 現状と課題 

 

１ 御嵩町の現状 

 

御嵩町は、古くから中山道の宿場町及び門前町として形成され、明治になると、可児郡

役所が御嵩に置かれるなど、東濃地域の政治・文化の中心地として栄えました。 

近年は、平成１７年３月に東海環状自動車道可児御嵩インターチェンジが開設したこと

により、豊田地域や美濃・関地域などへの交通アクセスが向上し、新たな産業の立地が進

んでいます。平成２５年３月には、内閣府より「環境モデル都市」の選定を受け、温室効

果ガスの大幅削減などの取り組みを行っています。 

御嵩町の人口は、昭和４５年以降増加し続けていましたが、平成７年をピークとして人

口減少に転じています。さらに、平成１６年から死亡数が出生数を上回る自然減少となっ

ていること、加えて転入数は大幅に減少し、平成２２年からは、結婚や就業などを理由と

して転出超過が続いていることにより、人口は減少し続けています。そして、平均寿命の

伸びに伴い、高齢化が着実に進んでいます。 

こうした中、地域社会の活力の維持、保健・医療・福祉サービスの充実、安心して子ど

もを生み育てられる環境の整備、公平かつ安定した社会保障制度の確立、高齢者や女性の

就業環境の改善など新しい枠組みづくりを進めて行くことが求められています。 

御嵩町では、平成２８年３月に策定した御嵩町第五次総合計画において「人権尊重の町

づくり」を目標に掲げ、人権課題についてそれぞれの施策に取り組んできました。しかし、

私たちの身の回りには依然としてさまざまな人権問題が存在します。人権の尊重に関する

住民の主体的な取り組みを促進し、関係機関、企業などと連携し、「人権」という人類普遍

の文化の創造に向けて取り組む必要があります。 
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２ 御嵩町人権に関する住民意識調査からの課題 

（１）人権問題全般 

平成２９年１０月に実施した「御嵩町人権に関する住民意識調査」の結果を見ると、様々

な人権問題のうち町民のみなさんが関心を持っている人権問題は、「高齢者」「障がい者」、

「子ども」の順となっています。中でも「高齢者」の人権問題に関心を持っている人が４

割近くあります。 

一方で、「特に関心を持っている人権問題はない」、「その他」、という人が２割近くある

ことがわかります。 

 

 

                                  (N＝413) ％  

2.9 

1.5 

16.5 

19.4 

3.9 

8.2 

5.1 

4.1 

24.5 

28.6 

15.3 

3.9 

4.8 

8.7 

1.5 

4.8 

32.9 

38.7 

29.8 

21.8 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

無回答 

その他 

特に関心を持っている人権問題はない 

東日本大震災 

人身取引 

性同一性障がい者 

性的指向の異なる人 

ホームレス 

北朝鮮による拉致 

インターネット 

犯罪被害者とその家族 

刑を終えて出所した人 

感染症患者 

外国人 

アイヌの人 

同和問題 

障がい者 

高齢者 

子ども 

女性 

関心をもっている人権問題 
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（２）女性の人権 

 

女性の人権について特に問題があると思うことについて、「家事・育児や介護などを男女

が共同して担うことができる社会の仕組みが十分整備されていないこと」が４割を超えて

おり、次いで「性別による固定的な役割分担意識があること」が４割近くを占めているな

ど依然として固定的な性別役割分担意識が根強く残っていることがわかります。また、「職

場において男女の待遇に違いがあること」も３割を超えており、職場での労働条件や処遇

の中で、女性の人権に問題があると感じている人が多いことがわかります。 

 

 

 

                                  (N＝413)  ％ 

  

7.3 

1.7 

16.5 

11.4 

16.2 

11.1 

8.7 

42.4 

11.6 

32.4 

38.0  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

無回答 

その他 

特に問題はない 

家庭内で男性から暴力を受けること 

職場でセクハラを受けること 

政策決定過程に女性が参画していないこと 

女性の水着姿・裸体をむやみに使用していること 

家事・育児や介護などを男女が共同して担うことがで

きる社会の仕組みが十分整備されていないこと 

地域社会において慣習やしきたりが残っている 

職場において男女の待遇に違いがあること 

性別による固定的な役割分担意識があること 

特に問題があると思うこと 
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（３）子どもの人権 

 

子どもの人権について特に問題があると思うことについて、「仲間はずれや無視、容姿に

関する悪口等身体への直接攻撃や相手が嫌がることをしたり、させたりする等のいじめを

行うこと」が６割を超えています。また、「家庭で親が子どもを虐待すること」、「いじめを

している人やいじめられている人を見て見ぬふりをすること」も３割を超えています。少

子化や核家族化の進行、地域の教育力の低下など、近年の家庭を取り巻く環境の変化にと

もなった、子どもをめぐる問題が深刻であることがわかります。 

 

 

 

                                  (N＝413)  ％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 

0.7 

4.6 

18.6 

21.1 

2.7 

5.6 

32.9 

32.0  

62.7 

0 10 20 30 40 50 60 70

無回答 

その他 

特に問題と思うことはない 

暴力や性など子どもにとって有害な情報がたくさんあること 

子どもを成績や学歴だけで判断すること 

学校で教師が体罰を行うこと 

学校や就職の選択などに関する子どもの意見について親がその意見を無

視すること 

家庭で親が子どもを虐待すること 

いじめをしている人や、いじめられている人を見て見ぬふりをすること 

仲間はずれや無視、容姿に関する悪口等身体への直接攻撃や相手が嫌が

ることをしたり、させたりする等のいじめを行うこと 

特に問題があると思うこと 
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（４）高齢者の人権 

 

高齢者の人権について特に問題があると思うことについて、「経済的に自立が困難なこと」

が４割を超えており、次いで「悪徳商法の被害が多いこと」、「働ける能力を発揮する機会

が少ないこと」が３割を超えています。経済的なことに問題を感じる人が多いことがわか

ります。高齢者が社会の一員として地域社会の様々な活動に参加できるよう社会環境づく

りを進めることはもちろんですが、一人ひとりが高齢者について理解を深め、高齢者を敬

い大切にする心を育てることが必要です。 

 

 

 

 (N＝413) ％ 

 

 

 

 

 

 

 

    

4.8 

1.7 

9.9 

22.8 

7.0  

24.5 

29.5 

12.3 

34.9 

33.9 

41.6 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

無回答 

その他 

特に問題があると思うことはない 

高齢者の意見や行動を尊重しないこと 

高齢者を子どもまたは幼児扱いすること 

高齢者を邪魔者扱いし、つまはじきにすること 

病院や介護・養護施設において劣悪な処遇や虐待をすること 

家庭内での介護において嫌がらせや虐待をすること 

悪徳商法の被害が多いこと 

働ける能力を発揮する機会が少ないこと 

経済的に自立が困難なこと 

特に問題があると思うこと 
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（５）障がいのある人の人権 

 

障がいのある人の人権について特に問題があると思うことについて、「障がいのある人の

生活上の不便さなどに関する人々の認識が欠けている」が５割を超えています。次いで「就

労の機会が少なく、また職種もかぎられている」が４割近くあります。障がいに対する誤

解や偏見から、障がいや障がいのある人への理解の促進が不足しており、雇用促進、適正

な労働条件の確保が進んでいない現状があります。 

 

 

                                  (N＝413)  ％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 

1.7 

9.2 

15.0  

13.1 

38.7 

6.8 

28.8 

53.3 

0 10 20 30 40 50 60

無回答 

その他 

特に問題があると思うことはない 

身近な地域での福祉サービスが十分でない 

障がいのある人の暮らしに適した住宅が身近な地域に少ない 

就労の機会が少なく、また職種もかぎられている 

スポーツ活動や文化活動などへの参加に配慮がなされていない 

道路の段差や駅の建物など外出に支障がある 

障がいのある人の生活上の不便さなどに関する人々の認識が欠

けている 

特に問題があると思うこと 
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（６）同和問題 

 

同和問題について、どう考えますかということについて、「わからない」が３割近くを占

めています。次いで「人間の自由や平等に関する問題なので、解決のために努力したい」

が２割を超えており、「あまりさわがず、そっとしておけばよい」も２割近くを占めていま

す。同和問題についての理解や認識が不足していることが分かります。 

 

 

 

                                  (N＝413) ％           

  

5.1 

29.5 

14.5 

2.2 

17.7 

1.5 

22.3 

7.3 

0 10 20 30 40

無回答 

わからない 

特に関心はない 

その他 

あまりさわがず、そっとしておけばよい 

同和地区の人々の問題であり、自分は関係ない 

人間の自由や平等に関する問題なので、解決のために努力した

い 

とても難しい問題なので、できるだけ避けていきたい 

あなたはどう考えますか 
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（７）外国人の人権 

 

外国人の人権で特に問題があると思うことについて、「言葉や生活習慣が違うため、地域

社会で受け入れられにくいこと」が５割を超えています。次いで、「理解や認識が十分でな

いこと」が４割を超えており、人種や言語、宗教、習慣などへの理解が進んでいない現状

があります。 

 

 

 

                                  (N＝413)  ％  

9.2 

0.7 

18.2 

18.4 

6.5 

51.1 

3.6 

44.1 

0 10 20 30 40 50 60

無回答 

その他 

特に問題があると思うことはない 

就職や仕事の内容、待遇などで、不利な条件におかれ

ていること 

子どもに対し、自国の言葉での教育が行われていない

こと 

言葉や生活習慣が違うため、地域社会で受け入れられ

にくいこと 

住宅を容易に借りることができないこと 

理解や認識が十分でないこと 

特に問題があると思うこと 



13 

 

（８）インターネットによる人権侵害 

 

インターネットによる人権侵害について特に問題があると思うことについて、「他人を誹

謗中傷する表現や差別を助長する表現などの人権を侵害する情報を掲載すること」が５割

を超えています。「個人情報などが流出していること」も４割を超えており、不特定多数の

人が情報を目にするインターネット上で、基本的人権を侵害する個人情報が掲載されてい

る現状があります。 

 

 

                                 

 (N＝413)  ％ 

 

 

 

 

  

9.0  

0.0  

13.8  

1.7  

42.6  

5.3  

9.7  

28.8  

55.0  

0 10 20 30 40 50 60

無回答 

その他 

わからない 

特に問題があると思うことはない 

個人情報などが流出していること 

ネットポルノが存在すること 

加害少年の実名や顔写真等を掲載すること 

出会い系サイトなど犯罪を誘発する場となっていること 

他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現などの人権を侵

害する情報を掲載すること 

特に問題があると思うこと 
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（９）感染症患者等の人権 

 

感染症患者等の人権について特に問題があると思うことについて、「就職や職場などで不

利な扱いをされること」が４割近くを占めております。「差別的な言動をされること」「わ

からない」も３割を超えております。感染症患者等に対する理解が進んでいない現状があ

ります。 

 

 

 

                                  (N＝413) ％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0  

0.0  

32.7  

4.6  

4.8  

8.5  

12.1  

33.4  

3.6  

22.0  

37.8  

21.3  

0 5 10 15 20 25 30 35 40

無回答 

その他 

わからない 

特に問題があると思うことはない 

宿泊を拒否されること 

アパート等の入居を拒否されること 

ハンセン病療養所の外で自立した生活を営むことが困

難なこと 

差別的な言動をされること 

無断でエイズ検査等をされること 

医療機関で治療や入院を断られること 

就職や職場などで不利な扱いをされること 

結婚問題で周囲に反対されること 

特に問題があると思うこと 
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（１０）刑を終えて出所した人の人権 

 

 刑を終えて出所した人の人権について、社会復帰を図ろうとした場合どのような問題が

あるか、「就職することが難しく、経済的な自立生活が営めないこと」が５割近くを占めて

おり、次いで、「更生した人たちに対する誤った認識や偏見が存在していること」が４割を

超えています。真に更生し、社会の一員として生活するためには、本人の強い更生意欲と

ともに、家族、職場、地域社会の理解と協力が不可欠です。 

 

 

 

                                  (N＝413) ％ 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0  

1.7 

14.3 

13.3 

5.8 

4.6 

21.8 

49.9 

41.4 

0 20 40 60

無回答 

その他 

特に問題があると思うことはない 

メールやインターネットで悪質な書き込みや嫌がらせを

されること 

結婚問題で周囲に反対されること 

アパート等に入居できないこと 

就職や職場等で不利な扱いをされること 

就職することが難しく、経済的な自立生活が営めないこ

と 

更生した人たちに対する誤った認識や偏見が存在してい

ること 

社会復帰を図ろうとした場合どのような問題がありますか 
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（１１）犯罪被害者とその家族の人権 

 

 犯罪被害者とその家族の人権について特に問題があると思うことについて、「報道によっ

てプライバシーに関することが公表されたり、取材によって私生活の平穏が保てなくなる

こと」が５割を超えています。次いで、「犯罪行為によって精神的なショックを受けること」

が５割近くあります。 

 

 

 

                                  (N＝413)  ％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 

0 

13.8 

4.4 

55.4 

17.2 

16.5 

17.7 

40.9 

18.2 

47.9 

0 10 20 30 40 50 60

無回答 

その他 

わからない 

特に問題があると思うことはない 

報道によってプライバシーに関することが公表された

り、取材によって私生活の平穏が保てなくなること 

刑事裁判手続に必ずしも被害者の声が十分反映される

わけではないこと 

捜査や刑事裁判において精神的負担をうけること 

警察に相談しても期待どおりの結果が得られないこと 

事件のことに関して、周囲にうわさ話をされること 

犯罪行為によって経済的な負担を受けること 

犯罪行為によって精神的なショックを受けること 

特に問題があると思うこと 
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（１２）性同一性障がい者、性的指向の異なる人の人権 

 

 性同一性障がい者の人権について特に問題があると思うことについて、「性同一性障がい

に対する社会的理解度が低いため、世間から誤解又は偏見の目でみられること」が５割近

くを占めています。 

 性的指向の異なる人の人権について特に問題があると思うことについて、「世間から好奇

又は偏見の目で見られること」が４割を超えています。 

 

 

                                  (N＝413) ％ 

3.6 

0.2  

32.2  

7.5  

18.4  

24.0  

13.6  

10.7  

47.2  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

無回答 

その他 

わからない 

特に問題があると思うことはない 

性別変更などの法律が不十分なこと 

性的異常者とみなされ嫌がらせをされたり、蔑称で呼

ばれるなど冷やかしの対象となること 

地域社会・職場・家庭・学校などで孤立、排除される

こと 

就職や仕事の内容、待遇などで、不利な条件におかれ

ていること 

性同一性障がいに対する社会的理解度が低いため、世

間から誤解又は偏見の目でみられること 

性同一性障がい者の人権で特に問題があると思うこと 

9.0  

0.2 

26.4 

7.3 

17.9 

25.4 

11.9 

10.2 

41.9 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

無回答 

その他 

わからない 

特に問題があると思うことはない 

法律が整備されていないこと 

性的異常者とみなされ嫌がらせを受けたり、蔑称で呼

ばれるなど冷やかしの対象となること 

地域社会・職場・家庭・学校などで孤立、排除される

こと 

就職や仕事の内容、待遇などで、不利な条件におかれ

ていること 

世間から好奇又は偏見の目で見られること 

性的指向の異なる人の人権で特に問題があると思うこと 
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（１３）人権教育・人権啓発 

 

人権教育・人権啓発について、町民のみなさんの認識を深めるために特にどのようなこ

とが必要であるか、「学校・職場・地域などの単位での研修会の開催」が３割あり、「テレ

ビ、ラジオ、新聞、雑誌等による広報」が２割を超えています。教育・啓発の重要性を感

じる人が多くなっており今後、基本的人権を尊重する社会の仕組みや意識の変革が求めら

れています。 

 

 

 

                                 （N＝413） ％ 
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18.6  

4.4  

30.0  

7.5  

24.2  
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無回答 

その他 

わからない 

特に必要だと思うことはない 

学校・職場・地域などの単位での研修会の開催 

講演会、シンポジウム、展示会等の開催 

テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等による広報 

冊子、資料の作成、配布 

啓発ポスター等の公募・作成・掲出 

町民の皆さんの認識を深めるために特にどのようなことが必

要だと思いますか 
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第３章 指針の基本的な方向 

 

１ 人権教育 

 人権教育とは、「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」と人権教育及び人権啓発

の推進に関する法律第２条で定義され、基本的人権の尊重の精神が正しく身につくよう、

地域の実情を踏まえつつ、住民一人ひとりが自らの権利を行使することの意義、他者に対

して公正・公平であり、その人権を尊重することの必要性、様々な課題などについて学び、

人間尊重の精神を生活の中に生かしていく行動がとれるよう、学校教育、社会教育、生涯

学習を通じて推進するものです。 

 御嵩町人権に関する住民意識調査では、人権意識を高める有効な方法としては、「学校で

の教育」が６割を超えており、「家庭での教育」が５割を超えています。そのために、家庭・

学校・地域社会における良好な人間関係を構築し、社会での規範意識の向上が図れるよう、

発達段階に応じた人権教育を効果的に進めていく必要があります。 

 家庭では、遊びやしつけ、家事や家族のふれあいなど、日常生活を通じて豊かな情操や

思いやりの心、自立心などを育みながら、基本的な社会のルールを教えていくことが大切

です。 

 学校教育では、教育活動全体を通じて、幼児・児童・生徒・学生が社会生活を営む上で

必要な知識・技能や態度を身につけることにより、人権尊重の精神を養っていく必要があ

ります。 

 社会教育においては、生涯学習の視点に立って、幼児から高齢者に至るそれぞれのライ

フステージにおけるあらゆる機会に、人権に関する学習の一層の充実を図っていく必要が

あります。 

 

施策の方向 

①学校教育における人権教育の推進 

 人との関わりを通じて、命を大切にする心や他を思いやる心、郷土を愛する心、自律の

心等を育むための道徳教育を推進するとともに、子どもが自尊感情を育み、平等を前提と

しての互いの違いを認め合える人権尊重教育を推進します。また、人権尊重の教育を推進

していくための教職員の指導力向上のための研修等を充実します。 

 いじめや差別は自分たちの心や生活に根ざしている問題と捉え、いじめや暴力行為など 

への即時対応や未然防止、虐待の早期発見などに各学校が取り組むとともに、いじめの積

極的な認知を徹底するよう努め、学校、地域社会、家庭、関係機関との連携を強化します。 

 

②社会教育・生涯学習における人権教育の推進 

 人権意識を高めるため、各種団体との連携を図り、協力体制の強化と情報交流のための

人権懇話会、町民や職員を対象に人権学習会等の啓発活動を行います。 
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 また、福祉課（人権担当）、企画課（男女共同参画担当）、婦人団体と連携し、人権講演

会等を開催し、多くの町民参加を促しながら人権問題への正しい知識と認識を修得し、差

別や偏見を許さないよう広く人権啓発に努めていきます。 

 

  

２ 人権啓発 

 

 人権啓発とは、「国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を

深めることを目的とする広報その他の啓発活動」と人権教育及び人権啓発の推進に関する

法律第２条で定義され、住民一人ひとりが人権を尊重することの重要性を正しく理解し、

これを前提として他人の人権にも十分配慮した行動がとれるようにすることです。 

 社会を取り巻く状況として、国際化や情報化の進展などが今まで以上に重要視されてき

ているなど、様々な人権問題がある中で、その内容や実施方法については、住民の理解と

共感が得られるものであることが必要です。 

 人権に関わる法令などの基本的な知識の習得を図る啓発、それぞれの分野の人権課題に

ついて認識を深める啓発、生命の尊さ・大切さを真に実感できるような啓発、一人ひとり

がそれぞれの違いを認めあい、尊重し合うことが大切であることを訴えかける啓発などが

重要となります。 

 御嵩町人権に関する住民意識調査では、これまでに人権を侵害されたと感じたことがあ

る人が３割近くおります。また、人権意識を高める有効な方法としては、「学校・職場・地

域などの単位での研修会の開催」が３割、「テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等による広報」が

２割を超えております。 

 住民一人ひとりが、人権問題を自分のこととしてとらえ、人権尊重の理念を日常生活の

中で、自覚でき定着するように、多様な機会の提供や効果的な手法の採用などにより、人

権感覚を育める人権啓発を効果的に行っていく必要があります。 

 

施策の方向 

 

①住民への啓発 

 様々な人権課題に対する正しい知識の普及に努めるとともに、住民一人ひとりが互いの

人権を尊重できるように効果的な広報や普及活動を充実します。また、住民の参加や人権

に関する教材の有効利用等の効果的な手法について検討します。 

 

②企業等への啓発 

 雇用や就労におけるあらゆる差別の解消、男女共同参画社会の実現、特定職業従事者の

人権意識の高揚に向け、積極的に企業などへの人権啓発を図ります。 
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第４章 分野別施策の推進 

 

１ 女性の人権 

 

国は、男女共同参画社会の実現を最重要課題と位置づけ、昭和６１（１９８６）年「男

女雇用機会均等法」、平成１１（１９９９）年に「男女共同参画社会基本法」を施行すると

ともに、あらゆる分野における男女共同参画社会の実現に向けた施策に取り組んでいます。 

特に、職業生活の分野における男女共同参画を重点的に推進するために、平成２７（２

０１５）年に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」を施

行し、地方公共団体や企業等に女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の

策定を求める等の取り組みを進めています。 

本町では、平成２７（２０１５）年に「御嵩町第３次男女共同参画プラン」を策定して

います。同プランは、「自分らしさを実現できる町みたけ」という基本理念を、御嵩町第１

次男女共同参画プランから継承し続けており、住民一人ひとりが固定的な性別役割分担に

とらわれず、互いに尊重しあい、自分らしい生き方を実現できるまちにしたいとの思いが

込められています。 

 

施策の方向  

 

①人権の尊重をめざす住民意識の向上 

 男女が相互に人権を尊重し合い、共に豊かな生活を送ることができる社会を目指して、

人権啓発や住民意識の向上を進めるなど男女平等社会への環境づくりに努めます。 

 

②就労の場における男女差別の解消と女性の登用推進 

 男女雇用機会均等法等の理念に基づき、就労の場における男女差別の解消に向けて関係

機関と連携を図ります。また、さまざまな分野において女性の意見を組織の意思決定に反

映させる環境づくりを推進します。 

 本町では、審議会等における女性委員の割合を向上させ、政策・方針決定過程に女性が

参画する機会の確保に努めます。 

 

③男女が多様な生き方を選択できる環境づくり 

 男女が共に仕事、育児や介護、地域活動などを両立させることによって、一人ひとりが

多様な生き方を選択できるよう、雇用環境、社会環境の整備を関係機関と連携を図りなが

ら推進します。 
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④あらゆる暴力から女性を守るための相談支援体制の充実 

 ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメント、虐待などの暴力から女

性の人権を守るため、暴力を根絶するための啓発を進めるとともに、被害女性への相談・

支援体制の充実を図ります。 

  

⑤御嵩町第３次男女共同参画プランに基づいた施策の推進 

 性別に関わりなく家庭、地域、学校、職場など様々な日常の場面において、それぞれの

個性と能力が発揮できる男女共同参画社会の実現に向けて、教育と啓発を両輪とした取り

組みを推進します。 
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２ 子どもの人権 

 

国は、日本国憲法の下、昭和２２（１９４７）年に「児童福祉法」を制定し、昭和２６

（１９５１）年には「児童憲章」を定めるなど、子どもの権利を保障する基本的な法制度

を整備し、「児童の権利に関する条約」についても平成６（１９９４）年に批准しました。 

さらに、平成１２（２０００）年に「児童虐待防止法」が、平成１５（２００３）年に

は「次世代育成支援対策推進法」が制定され、子どもを守り、成長を支える体制を整えて

いますが、親などからの虐待やいじめによる自殺が後を絶ちません。核家族化の進行によ

り、家庭において祖父母などから子育てに対する協力を得られにくい状況にあるとともに、

地域社会の結びつきが希薄になってきています。このような中で、子育てが孤立化し、身

近に相談できる相手を持てずに悩む親が増え、さらには育児ストレス、過保護（過干渉）、

行き過ぎた放任などが虐待につながる場合があります。 

 子どもも一人の人間であるということを認識し、それぞれ人格を持った人間として尊重

され、基本的人権の権利主体者として、大切にされなければなりません。特に、いじめや

虐待等の子どもの人権侵害への対応は重要です。 

 

施策の方向 

 

①子どもの人権を尊重する教育・啓発の推進 

 子ども一人ひとりの人権が尊重されるよう、広く住民に対して子どもの人権を守るため

の教育・啓発活動を推進します。 

 また、自分や他人の人権を大切にする心を育てていくため、学校、家庭、地域社会が連

携を図り、幼児期から人権尊重の精神を育むための教育を推進します。 

 

②子育て支援などの推進 

 子どもの個性や人格を尊重し、一人ひとりのニーズに応じた支援体制の充実を図るとと

もに、家庭での子育てや「しつけ」が適切に行われるよう、また、育児ノイローゼなどを

防ぎ、保護者の不安や悩みが解消され、安心して子どもを産み育てられ、子どもが明るく

健やかに育つことができるよう相談支援体制を充実させます。 

 

③児童虐待や性犯罪の防止に対する取組の推進 

 児童虐待や性犯罪の未然防止や早期救済を図れるよう、住民に対して児童虐待等の防止

に関する幅広い広報・啓発活動を推進するとともに、子ども相談センター、民生委員・児

童委員など関係機関との連携はもとより、地域ぐるみで子どもを見守り、支援するネット

ワークづくりを進めます。 
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④いじめや不登校等に対する取り組みの推進  

 いじめ問題に対して、子ども一人ひとりに応じたきめ細やかな対応が図れるよう、学校、

家庭、地域社会、関係機関などの連携を一層強化し、相談支援体制の整備、充実を図りま

す。 

 また、不登校児童・生徒の学校生活への復帰に向けて、スクールカウンセラーの配置や

子どもの自主性を伸ばすための教室での取り組みを進め、児童・生徒の自立を支援してい

きます。 

 

⑤子どもの健全育成環境の整備 

 子どもの健やかな成長を促進していけるよう、学校、家庭、地域社会が連携を図り、学

校外の子どもの居場所づくりや放課後児童クラブの充実に努めます。 

 

⑥相談・支援体制の整備 

 子育て支援センターを通して、子どもや保護者への相談・支援体制の充実を図ります。 
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３ 高齢者の人権 

 

 国では、平均寿命の大幅な伸びや少子化等を背景として、人口の４人に１人が６５歳以

上の高齢者となっています。本町においても、少子・高齢化が加速し、平成２９年４月１

日現在、高齢化率が２９．３％となっており、一人暮らしの高齢者や、高齢者のみの世帯

が増えるとともに、寝たきりや認知症による要介護認定者も増加しています。 

 平成１８（２００６）年に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関す

る法律」（高齢者虐待防止法）が施行され、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した人は

速やかに市町村に通報することが義務づけられました。また、同年、「高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー新法）が施行され、高齢者の自立支援

や尊厳の確保を図っています。 

 高齢者が社会の一員として地域社会の様々な活動に参加できるよう社会環境づくりを進

めることはもちろんですが、一人ひとりが高齢者について理解を深め、高齢者を敬い大切

にする心を育てることが必要です。 

 さらに、高齢者に対する介護者からの肉体的・心理的虐待、年金や貯金の搾取などの経

済的虐待、あるいは、高齢者に対する就業差別といった事案が大きな社会問題として表面

化していることから、高齢者虐待の対応や認知症になっても本人や家族が安心して生活を

続けられるような対策が必要です。 

 

  

施策の方向 

 

①福祉教育、啓発活動の推進 

 広く住民に、保健・医療・福祉が連携する地域包括ケアシステムの必要性と、高齢者や

障がいのある人たちを地域全体で支える体制づくりの重要性を理解してもらえる啓発活動

を進めます。学校においては児童生徒に対して、思いやりの心を育てたり、ボランティア

活動を推進したりします。 

 福祉施設等に入所・通所している高齢者について、一人ひとりの人権が尊重される社会

を目指し、施設の職員をはじめとする福祉関係者への研修支援に努めます。 

 

②就労・生きがい対策の推進 

 高齢者が社会の重要な一員として、自らが持つ豊富な経験、技術、知識が社会活動や職

場に生かされ、高齢者自身の生活の安定や生きがいが確立できるよう支援していきます。 

 世代を超えた交流の促進を図るとともに、生きがいづくり・健康づくり・閉じこもり防

止の場の提供に努めます。 
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③地域生活支援体制の推進 

 高齢者個々に応じたサービスの提供や地域の支え合いによる見守りネットワークシステ

ムの充実を図ります。さらに、成年後見制度の活用、高齢者虐待の予防・早期発見等の支

援や情報提供を行い、高齢者の権利擁護を図ります。 

 

④認知症などの理解と介護等の施策の整備 

 認知症を正しく理解し、認知症高齢者やその家族を温かく見守る環境を整えるため、そ

の応援者である「認知症サポーター」を増加させるための取り組みを行います。 

 早期発見・早期対応に重点を置き、専門性を強化した相談体制の充実を目指すとともに、

本人・家族の支援に結びつくよう、医療と介護の連携を図ります。 
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４ 障がいのある人の人権 

 

 国においては、平成２３（２０１１）年の「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対す

る支援等に関する法律」（障害者虐待防止法）の成立、同年「障害者基本法」の改正、平成

２４（２０１２）年の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（障

害者総合支援法）の成立、さらに平成２５（２０１３）年の「障害を理由とする差別の解

消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）の成立を経て、平成２６（２０１４）年に障

害に基づくあらゆる差別を禁止した「障害者の権利に関する条約」（障害者権利条約）を締

結し、平成２８（２０１６）年に、人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に

向けた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）が施行さ

れました。 

障がいのある人々への偏見や差別意識が生じる背景には、障がいについての知識や理解

不足等が挙げられます。障がいのある人を取り巻く環境には様々な問題があることを理解

し、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会づくりを目指し実践することが重

要です。 

 

施策の方向 

 

①自立と社会参加の促進 

 障がいのある人が、一生涯の学びを通して自由で自発的な意思に基づき、積極的に社会

参加し、自立した、豊かな地域生活が送れるよう生涯学習環境を整備します。 

 

②地域生活への支援 

 障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、生活の場、雇用の場、

社会活動の場の確保に努めるとともに、保健、医療、福祉サービスの量的、質的な充実を

進めます。 

 

③雇用、就労の促進 

 障がいのある人が、働くことを通して社会参加し、生きがいのある生活を送ることがで

きるよう障害者雇用率制度の啓発による雇用の場の拡大、関係機関との連携による就労機

会の提供に努めます。 

 

④教育、育成の充実 

 障がいのある子どもたち個々に合わせ、持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善、

克服するために、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、社会の一員として可能な限り自主

的に生活を営むことができる力を学校教育全体の中で育成するよう努めます。 
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⑤保健、医療の充実 

 障がいのある子どもの早期療育など、それぞれの障害の状況やニーズに応じた保健、医

療、医学的リハビリテーションなどのサービスを関係機関と連携し、適切に提供できる体

制の整備に努めます。 

 

⑥相談支援体制の充実 

 障がいのある人の日常生活を支援するため、必要な情報の提供や助言、指導を実施する

相談窓口の充実を図ります。 

 また、判断能力の不十分な人に対する財産・金銭面や身体・精神面についての相談支援

を充実させるため、地域福祉権利擁護事業や成年後見制度の普及促進を図ります。 
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５ 同和問題 

 

同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分差別によって、今なお、

生まれ育った地域によって不当に差別され、基本的人権が侵害されることがあるという重

要な人権問題です。 

昭和４４（１９６９）年に「同和対策事業特別措置法」が施行され、昭和５７（１９８

２）年「地域改善対策特別措置法」、昭和６２（１９８７）年「地域改善対策特定事業に係

る国の財政上の特別措置に関する法律」により、同和対策事業は、３３年間にわたって実

施されました。しかし、この事業も平成１４（２００２）年３月末に廃止され、一般対策

へと移行されました。また、近年では、インターネット上での差別的な書き込みなど、情

報化の進展に伴い部落差別に関する状況の変化が生じています。こうした状況を踏まえ、

部落差別を解消し、部落差別のない社会を実現することを目的として、平成２８（２０１

６）年に「部落差別の解消の推進に関する法律」（部落差別解消推進法）が施行されました。 

 同和問題の解決に向かって主体的な取り組みをするため、住民一人ひとりが同和問題を

正しく理解し、同和問題についての理解や認識を広めるための教育・啓発を推進していく

ことが求められます。 

 

 

施策の方向 

 

①差別意識解消に向けた教育・啓発の推進 

 すべての学校において、人権、同和教育を推進します。 

 地域における関係機関や団体と行政が相互に連携し、地域ぐるみで取り組む人権・同和 

教育、啓発活動により一人ひとりが尊重される社会の実現を目指します。 

 

②同和問題に対する住民意識の把握 

 同和問題に対する住民意識の把握に努めながら、さまざまな課題解決に向けた取り組み 

を進めます。 

 

③相談活動の充実と適切な対応 

 同和問題に関する住民からのさまざまな相談に適切に対応し、その解決を図るとともに、 

行政施策への反映を図ります。 

 また、就労、教育、保健福祉などすべての分野を包括した総合的な相談事業の推進につ 

いて検討していきます。 
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６ 外国人の人権 

 

 国においては、昭和５４（１９７９）年に「国際人権規約」をはじめ、昭和５６（１９

８１）年には「難民の地位に関する条約」、平成７（１９９５）年には「あらゆる形態の人

種差別の撤廃に関する国際条約」等に加入・批准し、外国人の人権が尊重される社会の実

現に向けて、取り組みを進めています。また、平成２８（２０１６）年に「本邦外出身者

に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」（ヘイトスピーチ解消

法）が施行され、日本以外の国や地域の出身者への不当な差別的言動を解消するための基

本理念や基本施策を定め、推進することが決定されました。 

 外国籍の住民が地域の一員として活動できるよう、日頃から外国人住民との顔の見える

関係を築き、地域への参加促進や外国語による情報提供などを行い、またボランティア団

体と連携し、日常生活に必要な日本語講座の開設、国際交流会の開催をはじめ、関連施策

の充実や人材の養成が必要となっています。 

 また、住民に対して、異なる文化、習慣及び価値観を互いに認識し、尊重し合える意識

を育んでいくことができ、多文化共生社会や、異文化をも認め受け入れる社会となるよう

啓発・教育を進める必要があります。 

 

 

施策の方向 

 

①人権教育・啓発の推進 

 外国人に対する差別や偏見を解消するため、地域、学校、職場などあらゆるところで啓

発を行います。 

 

②外国人が安心して暮らせる環境の整備 

 外国人が外国籍住民としての権利を保障する取り組みを関係機関と連携して推進し、ま

た地域で生活する上での利便性を十分に考慮し、公共施設の案内板などの外国語表記や在

住外国人への生活情報の提供を積極的に取り組みます。 
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７ インターネットによる人権侵害 

 

 国においては、平成１４（２００２）年に「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の

制限及び発信者情報の開示に関する法律」（プロバイダ責任制限法）、平成１７（２００５）

年に「個人情報の保護に関する法律」（個人情報保護法）、平成２１（２００９）年に「青

少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」（青少年ネ

ット規制法）を施行するなど、さまざまな対策を講じています。 

 急速に普及したインターネットや携帯電話は、利用者に大きな利便性をもたらし、今や

日常生活に不可欠なものになっています。一方、掲示板や学校裏サイトなどの匿名性の高

さや情報発信の容易さから、人の名誉を侵害し、差別を助長する表現や有害な情報の掲載

も増えています。また、インターネットを通じて大量の個人情報が流出するなどの事件が

頻発しており、プライバシーに関する不安も高まっています。さらに、最近はより簡単に

ＳＮＳ（LINE や Twitter）などで、誰もが発信者となることが可能となっています。 

 学校においては、児童生徒への情報モラルの学習を進めるとともに、保護者を対象とし

た携帯電話やインターネットに関する講習会などに取り組むなど、良識ある情報発信者と

してのマナーやモラルを守るなどの啓発活動がますます重要となってきます。また、個人

情報保護の体制強化とともに、インターネット上の人権侵害、プライバシー保護に関する

問題に対し、相談・支援体制の充実を図ることも必要となっています。 

 

施策の方向 

 

①情報モラルの啓発と人権侵害拡大の防止 

 インターネット利用者が情報モラルを守り、人権を侵害するような情報をインターネッ

ト上に掲載しないよう啓発を推進し、人権侵害の早期発見と速やかな削除依頼など、被害

の拡大防止に努めます。 

 

②人権侵害の相談への対応と個人の責任やモラルについての教育の充実 

 人権侵害の相談に応じることや、個人のプライバシーや名誉に関する正しい理解を深め

る啓発活動を推進します。 

 学校では、インターネットとの正しい関わり方を教えるとともに、氾濫する情報の中か

ら正しい情報を主体的に判断し、活用できる能力の育成や向上に努めます。 
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８ 感染症患者等の人権 

 

 国においては、平成８（１９９６）年に「らい予防法の廃止に関する法律」の制定後、

平成２１（２００９）年に「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」（ハンセン病問題

基本法）が施行されました。また、平成９（１９９７）年に策定された「人権教育のため

の国連１０年に関する国内行動計画」においては、エイズ患者や HIV 感染者、ハンセン病

患者、元患者についての差別や偏見の解消に向け、正しい知識の普及と理解を深めるため

の教育・啓発活動を推進することとしています。 

 しかし、感染症などの病気に関する正しい知識と理解が足りないことや、人権意識の育

成が不十分であるために、患者・感染者等に対して、偏見に基づくさまざまな人権侵害が

生じてきました。ハンセン病や HIV（エイズウイルス）をはじめとする感染症などについ

ては、病気に対する知識の不足による偏見や差別が少なくないことから、患者や元患者、

家族等の人権に十分に配慮しながら、誤った情報による偏見や差別をなくすために、感染

症等に対する正しい知識の普及や啓発活動が必要です。 

 

施策の方向 

 

①感染症等に関する正しい知識の普及と啓発の推進 

 エイズ予防月間や世界エイズデー、ハンセン病を正しく理解する週間などを中心として、

広報や街頭啓発、講演会などあらゆる機会を活用した幅広い取り組みを行い、正しい知識

の普及と啓発を進め、感染者等に対する差別・偏見の解消に努めます。 

 

②患者の権利に関する啓発の推進 

 医療における自己決定権を患者が有しているということを踏まえ、医療・保健関係職員

と患者や家族の話し合いが十分になされ、患者や家族が病気や治療方法などを正しく理解

した上で、信頼関係に基づき納得した医療が提供されるインフォームドコンセントやセカ

ンドオピニオンについて、関係機関と連携を図りながら啓発を推進します。 
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９ 刑を終えて出所した人の人権 

 

 刑を終えて出所した人やその家族に対しては、本人に真摯な更生の意欲がある場合であ

っても、住民の意識の中に根強い偏見や差別意識があり、就職や住居の確保に際して大き

な障がいとなるなど、社会復帰を目指す人たちにとって現実は極めて厳しい状況にありま

す。 

 刑を終えて出所した人が真に更生し、社会の一員として円滑な生活を営むことができる

ようにするためには、本人の強い更生意欲とともに、家族、職場、地域社会など周囲の人々

の理解と協力が不可欠です。刑を終えて出所した人に対する偏見や差別意識を解消し、そ

の復帰に資するための啓発活動を積極的に推進する必要があります。 

 

 

施策の方向 

 

①啓発活動の推進 

 刑を終えて出所した人やその家族の人権が侵害されることのないよう、また、社会復帰

に資するために関係機関、関係団体と連携・協力して、差別や偏見がないように啓発活動

を推進します。 
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１０ 犯罪被害者とその家族の人権 

 

 国においては、平成１７（２００５）年に、「犯罪被害者基本法」が施行され、犯罪被害

者等への支援が、国、地方公共団体、国民の責務とされたことから、社会全体で犯罪被害

者等を支援していくことが求められています。 

 近年、犯罪被害者等の人権問題に対する社会的関心が大きな高まりを見せており、犯罪

被害者等の人権に対する配慮と保護を図ることが課題となっています。私たち誰もが犯罪

被害者になる可能性があります。しかし、ひとたび被害に遭うと平穏な生活を取り戻すの

は容易ではありません。 

 犯罪被害者とその家族等の人権が侵害されるケースは様々であり、被害者の人権の尊重

を基本とした犯罪被害者等に対する理解を深める啓発活動を推進する必要があります。 

 

 

施策の方向 

 

①被害者の心情に配慮した対応と支援活動の推進 

 「犯罪被害者基本法」をはじめとした関係法を適切に運用しながら、犯罪被害者の立場

を理解した上で配慮をもって支援するための施策を推進します。 

 

②被害者への相談体制の充実及び被害者の安全確保の推進 

 犯罪被害者等の支援業務を行っている専門機関・関係機関等の存在の周知を図るととも

に、それらの機関と連携し、相談体制及び被害者の安全確保の推進を図ります。 
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１１ 性同一性障がい者、性的指向の異なる人の人権 

 

 性については多様なあり方があります。自分の性別に対する違和感がなく性的指向が異

性に向かう人、性的指向が同性に向かう同性愛者（レズビアン、ゲイ）や男女両方に向か

う両性愛者（バイセクシュアル）、生まれた時の法的・社会的性別とは違う性別で生きる人、

生きたいと望む人（トランスジェンダー）やその不一致に悩む「性同一性障がい」の人な

ど、さまざまな性を生きる人がいます。 

 国においては、平成１６（２００４）年７月に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例

に関する法律」（性同一性障害特例法）が施行され、一定の条件を満たした場合には、家庭

裁判所の審判を経て、戸籍の性別変更が認められることになりました。 

 すべての人の性的指向、性自認という特性について正しい理解や認識を深め、性の多様

性が認められ、その人自身が自分らしく生きていくための権利が尊重される社会を作って

いくことが必要です。 

 

 

施策の方向 

 

①啓発の推進 

 性同一性障がいや性的指向（異性愛、同性愛、両性愛）を理由とする偏見・差別をなく

し、理解を深めるための啓発活動に努めます。 
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１２ さまざまな人権問題 

 

 近年、国内では、大地震や土砂災害、台風や豪雨、大雪などさまざまな自然災害が頻発

しています。自然災害が発生した時には、高齢者をはじめ障がいのある人、子どもや病人

など災害弱者になりやすい人は、避難活動や被災後の生活などに多くの困難を抱えます。 

 平成２３（２０１１）年３月に発生した東日本大震災では、地震や津波災害及びそれに

伴う原子力発電所の事故により、多くの人が長期の避難生活を強いられ、避難所などで特

別な配慮を必要とする高齢者、障がいのある人などへの配慮やプライバシーの保護といっ

た課題が問題になったほか、根拠のない風評被害なども問題視されました。児童生徒が避

難先の学校でいじめを受けるなどの人権侵害も起こりました。 

 アイヌの人々の人権については、アイヌの人々に対する理解が十分ではないため、就職

や結婚等において偏見や差別が依然として存在しています。アイヌの人々に対する理解と

認識を深める必要があります。 

 北朝鮮による拉致問題で国は、平成１８（２００６）年６月に「拉致問題その他北朝鮮

当局による人権侵害問題への対処に関する法律」を制定し、国や地方公共団体の責務とし

てこの問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとし、１２月１０日から１６日

までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定め、啓発に努めていきます。 

 ホームレスの人権については、ホームレスとなった人々に対して、嫌がらせや暴行を加

える事案が発生しています。ホームレスの人権に配慮するとともに、地域社会の理解と協

力が必要です。 

 人身取引（トラフィッキング）は、重大な犯罪であり、基本的人権を侵害する深刻な問

題です。性的搾取、強制労働等を目的とした事案が発生しています。この問題について関

心と理解を深めていくことが必要です。 

一人ひとりが正しい知識と思いやりの心をもち、問題を解決していくとともに、新たな

人権問題の発生を防止していくことが必要です。 

 

  


